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令和２年度概算要求の概要 
 

社会・援護局(社会） 

 
 

  令和２年度 概算要求額 
 

  令和元年度 当初予算額 
 

  差 引 

 
３兆７５億円 

 

３兆 １億円 
 

＋７４億円  
（対前年度比率＋０．２％） 

※ 復興特別会計分を含む。 

※ 令和元年度当初予算額は、臨時・特別の措置（10億円）を除く。 

 

《主要事項》 

Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくり ･････････････････････ ２ 

○ 断らない相談支援を中核とする包括的支援体制の整備促進 

○ 生活困窮者自立支援･ひきこもり支援の推進 

○ 自殺総合対策の更なる推進 

○ 成年後見制度の利用促進 

  Ⅱ 生活保護制度の適正な実施 ･････････････････････････････････ ６ 

    ○ 生活保護に係る国庫負担 

○ 生活保護の適正実施の推進 

  Ⅲ 福祉・介護人材確保対策等の推進 ･･･････････････････････････ ７ 

    ○ 福祉･介護人材確保対策の推進 

○ 外国人介護人材の受入環境の整備 

○ 小規模社会福祉法人等のネットワーク化の推進 

  Ⅳ 災害時における福祉支援 ･･･････････････････････････････････ 10 

    ○ 東日本大震災等の被災者に対する見守り･相談支援等の推進 

    ○ 被災地（福島県）における福祉・介護人材確保対策 

    ○ 災害時における福祉支援体制の整備促進 
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Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくり 
 

１．断らない相談支援を中核とする包括的支援体制の整備促進【一部新規】 

５８億円（２８億円） 

市町村における複合化・複雑化した課題を受け止める包括的な相談支援体制の整備の

ため、 

・ 住民学習会の実施や活動拠点の整備など地域住民が役割を持てる地域づくりの取組 

・ 住民に身近な地域において、分野を超えて総合的に相談できる体制づくり 

・ 様々な相談機関のネットワーク構築 

の推進に向けた市町村等の創意工夫ある取組、都道府県による市町村における地域づく

りの取組の支援を引き続き促進する。 

さらに、「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討

会 中間とりまとめ」（令和元年７月 19 日）を踏まえ、上記の相談支援体制に加え、社

会とのつながりや参加の支援、地域コミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成

支援の観点から、市町村の取組を推進し、包括的支援体制の構築を進める。 

 

２．生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 
 

（１）生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の強化【一部新規】 

   ５２５億円（４３８億円） 

ひきこもり状態にある者や長期無業者など、社会的に孤立しやすく、就労等自立に向

けた寄り添った支援が必要な者や、経済的困窮のみならず様々な生活課題を抱える者へ

必要な支援を行うため、一人ひとりの状況に応じてきめ細かく対応する包括的支援体制

の強化等を進める。 

 
 
＜主な充実内容＞ 
 

① 自立相談支援のアウトリーチ等の充実 

各市等の自立相談支援機関へアウトリーチ支援員（仮称）を新たに配置し、ひ

きこもり状態にある者などの社会的孤立に対するアウトリーチの充実を進めると

ともに、各都道府県に企業開拓員（仮称）を新たに配置し、就労準備支援事業等

における就労体験や就労訓練受入先の開拓を進める。 
 

② 就労準備支援事業等の広域実施による実施体制の整備促進 

就労準備支援事業や家計改善支援事業等の任意事業について、市同士の連携や

都道府県の関与による広域実施の取組例を参考とした事業をモデル的に実施する

ことを通じて、実施体制の整備を進める。 
 

③ 子どもの学習・生活支援事業の推進 

より身近な場所で支援を受けられるよう、会場の設置を促進する。また、高校

生世代への支援の充実を図る。 
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④ 技能修得期間における生活費貸付の充実 

  働きながら国家資格の取得のための長期の訓練に参加する場合の収入減少に対

する支援として、生活福祉資金貸付制度への新たなメニューの追加及びこれに伴

うシステムの改修等を行う。 
 

⑤ ひきこもり地域支援センターと自立相談支援機関の連携強化 

より専門性の高い相談支援体制を構築するため、医療、法律、心理、福祉、就

労支援等の多職種から構成される専門家のチームをひきこもり地域支援センター

に設置する。 

チームの意見を踏まえて、管内市町村を巡回するセンターの支援員が、ひきこ

もり支援に携わる自立相談支援機関へのアドバイスや、当事者への直接支援を行

う。また、チームは必要に応じて市町村の自立相談支援機関と連携しながら、当

事者への直接支援を行う。 
 

⑥ 中高年の者に適したひきこもり支援の充実 

社会とのつながりを支援するために、市町村において、中高年のひきこもり状

態にある者を念頭に置いた居場所づくりやボランティア活動の機会を提供し、安

心して過ごせる場所や自らの役割を感じられる機会を創造する。また、家族に対

しても、ひきこもり状態にある者との良好な関係づくりのための相談会や講習会

等による支援を行う 
 
 ⑦ 本人や家族への情報のアウトリーチの更なる強化 

      ひきこもり支援施策や相談窓口の案内に加えて、施策の利用や支援を受けよう

とする意欲を喚起するための情報として、支援機関等を通じて社会とのつながり

を回復することができた好事例（成功体験例）を収集し、本人や家族等に周知を

行う。 
 

 

（２）生活困窮者自立支援制度を担う人材養成等の実施【一部新規】 

 １．２億円（１．２億円） 

生活困窮者の自立に向けた包括的かつ継続的な支援を担う相談支援員等の養成の促進

等を通じて、支援の質の向上を図る。 

また、生活困窮者自立支援制度人材養成研修において新たにテーマ別研修を設定し、

8050問題などひきこもりの長期化が社会問題化している現状を踏まえ、ひきこもり状態

にある者やその家族への支援手法に係る研修等を実施する。 

 

 （３）農業分野等との連携強化【新規】                   １．０億円 

農業分野等と福祉分野との連携を一層推進し、効果的・効率的な就労支援を提供する

ため、農業体験等として利用者を受け入れることが可能な事業者の情報を集約し自立相

談支援機関へ提供することにより、利用希望者と受入希望事業者をマッチングする仕組

みを、全国複数箇所でモデル的に実施する。 
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【参考】厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン（抄） 
  

Ⅱ．就職氷河期世代の活躍促進に向けた取組 
 
 ３．対象者の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開等 
 
【社会参加実現に向けたプログラム】 
 
（８）支援が必要なすべての方に支援を届ける体制の強化【新規・拡充】 

「情報のアウトリーチ」として支援が必要な方の手元に必要な情報が届くよう、

施策や相談窓口の周知・広報を地域レベルで推進し、そのための環境整備として広

報素材の提供や自治体の好事例の展開を行う。 

より身近な場所で相談を着実に受け止め適切な支援ができるよう、生活困窮者自

立支援制度の自立相談支援機関（市域に設置）を入口とする相談支援体制を構築す

るとともに、それをひきこもり地域支援センター（県域に設置）がより強固にバッ

クアップする。 

社会参加の場の充実として、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業につい

て、就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能を明確化する

とともに、多様な形態での広域実施の推進を図るなど全対象自治体での実施を促進

する。また、「ひきこもりサポート事業」の充実を図り、幅広い年齢層を対象とす

る居場所づくりを推進する。 
 
（９）地域共生社会の実現【新規・拡充】 

8050 問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応で

きるよう、市町村の包括的な支援体制づくりを支援するモデル事業を推進する。 

更に、「断らない」相談支援体制の整備や地域における伴走体制の確保など、新

たな制度の創設を含め、包括的な支援体制の構築のための方策を検討するととも

に、居場所を含む多様な地域活動の促進を図る。 
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３．自殺総合対策の更なる推進 
 

（１）地域自殺対策強化交付金【一部新規】           ２７億円（２６億円） 

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づき、地域の実情に応じた実践的な自殺対

策の取組を支援する。 

また、自殺リスクの高い者に対して、自殺につながる可能性のある様々な要因を排除

するために、地域のネットワークによる包括的な支援体制を構築する。 

 

（２）指定調査研究等法人機能の確保等【一部新規】         ８億円（５億円） 

我が国の自殺対策の中核として機能する指定調査研究等法人が行う調査研究や地域の

自殺対策への取組支援等のために必要な支援を行うとともに、地域自殺対策推進センタ

ーの機能充実を図り、更なる自殺対策を推進する。 

 

 

４．成年後見制度の利用促進 
 

（１）成年後見制度の利用促進のための体制整備【一部新規】 

１１億円（３．５億円） 

成年後見制度利用促進基本計画及び認知症施策推進大綱を踏まえ、中核機関の整備や

市町村計画の策定を推進するとともに、中核機関における市民後見人・親族後見人の専

門的バックアップ体制の強化や適切な後見人候補者の家庭裁判所への推薦の取組を推進

する。 

また、後見人等の意思決定支援研修を全国的に実施するとともに、任意後見・補助・

保佐等の広報・相談体制の強化を図る。 

 

（２）成年後見制度の担い手の確保や制度の利用に係る費用の助成 

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）８２億円（８２億円）の内数＜老健局にて計上＞ 

地域支援事業交付金１，９４１億円（１，９４１億円）の内数＜老健局にて計上＞  

地域生活支援事業費等補助金５７１億円（４９５億円）の内数＜障害保健福祉部にて計上＞ 

市民後見人や法人後見といった成年後見制度の担い手の育成を推進するとともに、低

所得の高齢者・障害者に対する成年後見制度の申立費用や報酬の助成等を推進する。 
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Ⅱ 生活保護制度の適正な実施 
 

１．生活保護に係る国庫負担 
 

（１）保護費負担金            ２兆８，４７１億円（２兆８，５０８億円） 

生活保護を必要とする人に対して確実に保護を実施するため、生活保護制度に係る国

庫負担に要する経費を確保する。また、生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、

就労による自立支援の強化等を進める。 

 

（２）保護施設事務費負担金              ２９９億円（２９７億円） 

保護施設の運営に必要な経費を負担する。 

 

 ２．生活保護の適正実施の推進 

１５３億円（１５１億円） 

（１）生活保護の適正実施【一部新規】 

生活保護の適正な運営を確保するため、レセプトを活用した医療扶助の適正化や、収

入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化等を実施する地方自治体の支援を行う

など生活保護の適正実施を推進する。 

 

（２）被保護者健康管理支援事業の円滑な実施【新規】 

改正生活保護法に基づきデータに基づいた生活習慣病の予防等を行う被保護者健康管

理支援事業が令和３年１月から必須事業化されることから、円滑に実施するために必要

な経費を確保する。 

 

 （３）居宅生活移行支援の推進【新規】 

一時的な宿泊施設である無料低額宿泊所や簡易宿所等からの居宅生活移行を一層推進

するとともに、退去後の地域生活定着支援を実施するなど、安定した居宅生活に向けて

総合的な支援体制の構築を図る。 

 

３．都道府県等における指導・監査体制の確保 

１９億円（２０億円） 

都道府県及び指定都市本庁に生活保護指導職員を配置し、管内福祉事務所に対する指導、

監査及び査察指導を適格に実施する体制を確保し、適正な保護の実施を推進する。 

また、「国の行政機関の機構・定員に関する方針」（平成 26 年７月 25 日閣議決定）を

踏まえ、計画的な見直し等を行う。 
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Ⅲ 福祉・介護人材確保対策等の推進 
 

１ 福祉・介護人材確保対策の推進 
 

（１）地域医療介護総合確保基金による総合的・計画的な介護人材確保の推進 

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）８２億円（８２億円）の内数＜老健局にて計上＞ 

地域の実情に応じた総合的・計画的な介護人材確保対策を推進するため、介護分野へ

の元気高齢者等の参入促進セミナーの実施、介護職員に対する悩み相談窓口の設置、中

高年齢者等の介護未経験者に対する入門的研修の実施、介護入門者の更なるステップア

ップや現任職員のキャリアアップ支援など、介護人材の「参入促進」、「労働環境・処

遇の改善」、「資質の向上」を図るための多様な取組を支援する。 

 

（２）リーダー的介護職員の育成とチームケアによる実践力の向上【新規】 

 ６億円 

リーダー的介護職員の育成をはじめ、介護職員のキャリア・専門性に応じたサービス

提供体制によるチームケアの実践を推進し、介護人材の参入環境の整備と定着促進を図

る。 

 

（３）介護の仕事の魅力等に関する情報発信の強化【一部新規】 

 ９億円（７億円） 

関係団体との協働の下で、先進的な「介護」を知るための体験型イベントの開催や、

若年層、子育てを終えた層、アクティブシニア層に対する個別のアプローチなど、介護

の仕事の魅力等に関する情報発信の取組をさらに進める。 

 

（４) 社会福祉事業従事者の養成・研修等              ５億円（５億円） 

指導的社会福祉従事者の養成を行う日本社会事業大学の運営支援など、福祉・介護人

材確保対策を推進する。 

 

２ 外国人介護人材の受入環境の整備等 
 

（１）外国人介護人材の受入環境の整備【一部新規】     １３億円（９億円） 

新たな在留資格「特定技能」の創設等により、今後増加が見込まれる外国人介護人材

が国内の介護現場で円滑に就労・定着できるよう、以下のような取組を通じて、その受

入環境の整備を推進する。 
 

① 介護の技能水準を評価するための試験等の実施 

介護分野における特定技能１号外国人の送出しを行う外国において、介護の技能水

準を評価するための試験等を実施する。 
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② 外国人介護人材の受入れを促進するための地方自治体支援や各種 PR 等の実施 

介護分野における特定技能１号外国人等として日本の介護現場で就労を希望する人

材を確保するため、地方自治体が行う受入れ促進にかかる取組をさらに促進するため

の支援（海外での合同説明会の開催等）や日本の介護に関する PR 動画を作成し、海

外に発信等を実施する。 
 

③ 介護技能向上のための研修等の実施 

地域の中核的な受入施設等において、介護技能向上のための研修や、外国人を対象

に行う研修の講師養成や外国人を雇用する介護施設等で技術指導等を行う職員を対象

とした研修を実施する。 
 

④ 介護の日本語学習環境の整備 

WEB コンテンツの開発・運用、日本語テキストの作成・配布等により、介護の日本

語学習を自律的に行うための環境整備を行う。 
 

⑤ 介護に関する相談支援等の実施 

外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよう、介護業務の悩み等に関

する相談支援や巡回訪問等を行う。 

 

（２）経済連携協定（ＥＰＡ）などに基づく外国人介護福祉士候補者の受入支援 
 

① 外国人介護福祉士候補者の受入環境の整備    ０．９億円（０．９億円） 

経済連携協定（ＥＰＡ）などに基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムから

入国する外国人介護福祉士候補者を円滑かつ適切に受け入れるため、介護導入研修や

受入施設の巡回訪問等を行うとともに、外国人介護福祉士を含め、母国語での相談等

に対応する。 
 

② 外国人介護福祉士候補者に対する学習支援 

（ア）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業の実施 

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の内数 

外国人介護福祉士候補者を受け入れた個々の施設が実施する日本語や介護、医

療的ケアに関する専門知識等の学習及び学習環境の整備に対する支援を行う。 
 

（イ）外国人介護福祉士候補者学習支援事業の実施      １．３億円（１．３億円） 

受入施設における外国人介護福祉士候補者の継続的な学習支援のため、集合研

修、通信添削指導、資格を取得できなかった候補者に対する帰国後の学習支援を

引き続き実施する。 

 

３．社会福祉法人や社会福祉施設等に対する支援 
 

（１）小規模社会福祉法人等のネットワーク化の推進     １２億円（１２億円） 

地域共生社会の実現に向け、小規模な社会福祉法人等による地域貢献事業の推進を図

るため、複数法人が参画するネットワークを構築し、ネットワーク参画法人による協働

事業の試行、これらの事業の実施に必要な合同研修や人事交流等の取組を推進する。 
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（２）小規模社会福祉法人の事務処理体制の強化【新規】             ７百万円 

日常発生する会計処理の適正化、各小規模社会福祉法人間の交流、情報交換を促進す

るための研修を開催することにより、小規模社会福祉法人の財務会計に関する事務処理

体制の強化を図る。 

 

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済制度の円滑な実施に係る支援  

       ２７４億円（２７６億円） 

社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員のための退職手当共済制度を安定的に

運営させることにより、社会福祉施設等に従事する職員の処遇の確保を図る。 

 

（４）独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業等 

社会福祉法人や医療法人等に対して、社会福祉施設や病院等の設置・整備又は経営に

必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図る。 
 

① 貸付枠の確保 

資金交付額      ２，８７５億円 

      福祉貸付      １，８５０億円 

     医療貸付      １，０２５億円 
 

② 福祉貸付事業における貸付条件の主な改善 

（ア）老朽施設の改築整備に係る融資条件の優遇措置の拡充 

   ・ 貸付利率の引き下げ 

   （イ）日常生活支援住居施設に係る融資制度の創設 

      ・ 貸付けの相手方を社会福祉法人、日本赤十字社、医療法人、一般社団・財

団法人及び特定非営利活動法人とする。 

   （ウ）児童養護施設等における小規模かつ地域分散化を図る整備に係る融資条件の優

遇措置の拡充 

      ・ 償還期間（据置期間）の延伸 

      ・ 融資率の引き上げ 
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Ⅳ 災害時における福祉支援 
 

１．災害時における見守り･相談支援等の推進 
 

（１）東日本大震災の被災者に対する見守り・相談支援等の推進 

   復興庁所管「被災者支援総合交付金」１６７億円の内数 

東日本大震災により仮設住宅等に入居する被災者が、安心して日常生活を営むことがで

きるよう、相談員の巡回による見守りや相談支援等を行い、孤立防止や地域コミュニティ

の構築を支援する。 

 

（２）被災者に対する見守り・相談支援等の推進           １１億円（１１億円） 

熊本地震や平成30年７月豪雨等大規模な災害により仮設住宅等に入居する被災者が、安

心して日常生活を営むことができるよう、相談員の巡回による見守りや相談支援等を行

い、孤立防止や地域コミュニティの構築を支援する。 

 

２．被災地（福島県）における福祉・介護人材確保対策 

   ２億円（２億円） 

福島県相双地域等における福祉・介護人材の確保を図るため、当該地域の就労希望者に

対する就職準備金等の貸付けや応援職員の確保に対する支援等を実施。 

 

３．災害時における福祉支援体制の整備推進 
 

（１）災害福祉支援ネットワーク構築の推進【一部新規】 

１．３億円（４２百万円） 

災害時において高齢者・障害者等支援が必要な要配慮者に対し、避難所等での避難生

活における生活機能の低下などの二次被害を防止するため、災害派遣福祉チームの組成

や保健医療分野も含めた一体的支援体制の検討等、平時から支援体制の整備を推進す

る。 

 

（２）災害ボランティア活動への支援の推進【一部新規】 

５．０億円（３５百万円） 

昨今の災害時における災害ボランティアの重要性に鑑み、社会福祉協議会による災害

ボランティアセンターの設置運営について、平時からの実践的な研修や実地による訓練

の実施を推進する。 

 


